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青
森
県
告
示
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百
六
十
三
号

平
成
十
二
年
四
月
一
日
青
森
県
告
示
第
二
百
八
十
五
号

(

青
森
県
情
報
公
開
条
例
第
三
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
定
め
る
法
人)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

表
財
団
法
人
む
つ
小
川
原
地
域
・
産
業
振
興
財
団
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

青
森
県
告
示
第
百
六
十
四
号

平
成
十
一
年
七
月
一
日
青
森
県
告
示
第
四
百
七
十
六
号

(

青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
三
十
九

条
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
定
め
る
法
人)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

表
財
団
法
人
む
つ
小
川
原
地
域
・
産
業
振
興
財
団
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

青
森
県
告
示
第
百
六
十
五
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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財
団
法
人
青
森
県
国
際
交
流
協
会

青
森
市
安
方
一
丁
目
一
の
三
二

財
団
法
人
青
森
県
国
際
交
流
協
会

青
森
市
安
方
一
丁
目
一
の
三
二

名

称

所

在

地

認
定
の
有
効
期
限

国
民
健
康
保
険
お

い
ら
せ
病
院

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
上
明
堂
一
の
一

平
成
二
十
四
年
三
月
十
九
日

平
成
二
十
一
年

三
月
十
八
日

(

水
曜
日)

第
三
千
六
十
一
号



( )

青
森
県
告
示
第
百
六
十
六
号

計
量
法

(

平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号)

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定

計
量
器
の
定
期
検
査
を
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成21年３月18日 水曜日 第3061号 2

実

施

期

日

実

施

場

所

検
査
対

象
区
域

平
成
二
十
一
年

午
前

十
時

か
ら

四
月
二
十
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

中
郷
公
民
館

黒
石
市

午
後

一
時

か
ら

〃

午
後

二
時
三
十
分
ま
で

六
宝
館

午
前

十
時

か
ら

四
月
二
十
一
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

津
軽
み
ら
い
農
業
協
同
組
合

山
一
り
ん
ご
セ
ン
タ
ー

午
前

十
時

か
ら

四
月
二
十
二
日

正
午

ま
で

黒
石
市
役
所
車
庫

午
後

一
時

か
ら

〃

午
後

三
時

ま
で

午
前

十
時

か
ら

四
月
二
十
三
日

正
午

ま
で

午
後

一
時

か
ら

〃

午
後

三
時

ま
で

午
前

十
時

か
ら

四
月
二
十
四
日

正
午

ま
で

午
後

一
時

か
ら

〃

午
後

二
時
三
十
分
ま
で

午
前
十
一
時

か
ら

五
月
十
一
日

正
午

ま
で

近
川
集
会
所

午
後

一
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後

二
時
三
十
分
ま
で

関
根
浜
漁
民
研
修
セ
ン
タ
ー
北
関

根
分
館

午
後

一
時

か
ら

五
月
十
二
日

午
後

三
時

ま
で

海
上
自
衛
隊
大
湊
総
監
部

午
前

九
時
三
十
分
か
ら

五
月
十
三
日

正
午

ま
で

む
つ
市
中
央
公
民
館

午
後

一
時

か
ら

〃

午
後

三
時

ま
で

む
つ
市
役
所
本
庁
舎
車
庫

む
つ
市

午
前

九
時
三
十
分
か
ら

五
月
十
四
日

正
午

ま
で

イ
ベ
ン
ト
広
場

午
後

一
時

か
ら

〃

午
後

三
時

ま
で

午
前

九
時
三
十
分
か
ら

五
月
十
五
日

正
午

ま
で

午
前
十
一
時

か
ら

五
月
十
八
日

正
午

ま
で

小
泊
漁
業
協
同
組
合

中
泊
町

午
後

一
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後

三
時

ま
で

下
前
漁
業
協
同
組
合

午
前

九
時
三
十
分
か
ら

五
月
十
九
日

正
午

ま
で

す
く
す
く
こ
ど
ま
り
館

午
後

一
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後

三
時
三
十
分
ま
で

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組
合

内
潟
支
店
倉
庫(

旧
第
六
号
倉
庫)

午
前

九
時
三
十
分
か
ら

五
月
二
十
日

正
午

ま
で

午
後

一
時

か
ら

〃

午
後

三
時
三
十
分
ま
で

〃武
田
支
店
倉
庫(

旧
第
五
号
倉
庫)

午
前

十
時

か
ら

五
月
二
十
一
日

正
午

ま
で

中
央
公
民
館
車
庫

午
後

一
時

か
ら

〃

午
後

三
時

ま
で

午
前

十
時

か
ら

五
月
二
十
二
日

正
午

ま
で

午
前

十
時
三
十
分
か
ら

五
月
二
十
五
日

正
午

ま
で

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組
合

鶴
翔
ラ
イ
ス
セ
ン
タ
ー

鶴
田
町

午
後

一
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後

三
時

ま
で

〃

鶴
翔
六
号
農
業
倉
庫

午
前

十
時
三
十
分
か
ら

五
月
二
十
六
日

正
午

ま
で

午
後

一
時

か
ら

〃

午
後

三
時

ま
で

鶴
田
町
役
場
車
庫

午
前

十
時
三
十
分
か
ら

五
月
二
十
七
日

正
午

ま
で

津
軽
み
ら
い
農
業
協
同
組
合

沿
川
支
店
倉
庫



( )

青
森
県
告
示
第
百
六
十
七
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
松
原
一
丁
目
七
三
の
五
四
二
地
先

(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

潮
害
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林

水
産
部
林
政
課
及
び
お
い
ら
せ
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
百
六
十
八
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
一
川
目
一
三
三
地
先
・
三
六
○
地
先

(

以
上
二
筆
地
先
に
つ
い
て
次
の
図

に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

飛
砂
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
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午
後

一
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後

三
時

ま
で

旧
い
た
や
な
ぎ
農
業
協
同
組
合

小
阿
弥
支
所

板
柳
町

午
前

十
時
三
十
分
か
ら

五
月
二
十
八
日

正
午

ま
で

午
後

一
時

か
ら

〃

午
後

三
時

ま
で

板
柳
町
公
民
館

午
前

十
時
三
十
分
か
ら

六
月
一
日

午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

五
所
川
原
市
公
民
館

十
三
分
館

五
所
川

原
市

午
後

二
時

か
ら

〃

午
後

三
時

ま
で

〃

太
田
分
館

午
前

九
時
三
十
分
か
ら

六
月
二
日

正
午

ま
で

五
所
川
原
市
市
浦
庁
舎
車
庫

午
後

一
時
三
十
分
か
ら

〃

午
後

三
時

ま
で

つ
が
る
に
し
き
た
農
業
協
同
組
合

川
倉
出
張
所

午
前

十
時
三
十
分
か
ら

六
月
三
日

正
午

ま
で

午
後

一
時

か
ら

〃

午
後

二
時

ま
で

〃

喜
良
市
出
張
所

午
前

十
時
三
十
分
か
ら

六
月
四
日

正
午

ま
で

午
後

一
時

か
ら

〃

午
後

二
時

ま
で

五
所
川
原
市
公
民
館
嘉
瀬
分
館

午
前

十
時
三
十
分
か
ら

六
月
五
日

正
午

ま
で

午
後

一
時

か
ら

〃

午
後

二
時

ま
で

芦
野
池
沼
群
県
立
自
然
公
園

バ
ッ
テ
リ
ー
カ
ー
倉
庫



( )

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林

水
産
部
林
政
課
及
び
お
い
ら
せ
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
百
六
十
九
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

三
沢
市
大
字
三
沢
字
浜
通
八
九
一
地
先
・
九
○
二
の
一
地
先
(

以
上
二
筆
地
先
に
つ
い
て
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

飛
砂
の
防
備
及
び
公
衆
の
保
健

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林

水
産
部
林
政
課
及
び
三
沢
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
百
七
十
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
一
川
目
一
三
九
の
一
地
先

(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

飛
砂
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林

水
産
部
林
政
課
及
び
お
い
ら
せ
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
百
七
十
一
号

漁
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
百
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
遊
漁
規
則
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

漁
業
権
者
の
住
所
及
び
名
称

十
和
田
市
大
字
奥
瀬
字
中
平
六
一
番
地
二

二

認
可
年
月
日

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

三

漁
業
権
の
免
許
番
号

内
共
第
四
十
六
号
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( )

四

変
更
の
内
容

遊
漁
規
則
の

(

遊
漁
期
間)

第
四
条
表
中
う
ぐ
い
の
期
間

｢

三
月
一
日
か
ら
十
月
三
十
一
日
ま

で｣

を

｢

四
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で｣

に
、

(

遊
漁
料
の
額
及
び
納
付
方
法)

第
七
条
第

一
項

｢
一
〇
〇
円｣

を

｢

二
〇
〇
円｣

に
、
表
中
遊
漁
料

｢

四
〇
〇
円｣

を

｢

八
〇
〇
円｣

に
、

｢

三
、
〇
〇
〇
円｣

を

｢

五
、
〇
〇
〇
円｣

に
改
め
る
。

五

施
行
の
日

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日

青
森
県
告
示
第
百
七
十
二
号

昭
和
五
十
年
九
月
六
日
青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
六
号

(

漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
加
入
区
の
設

定)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

二
の
表
八
戸
市
南
浜
区
域
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
の
表
大
畑
町
区
域
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青
森
県
告
示
第
百
七
十
三
号

青
森
県
土
地
利
用
基
本
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
国
土
利
用
計
画
法

(

昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九

十
二
号)

第
九
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次

の
と
お
り
公
表
す
る
。

な
お
、
青
森
県
土
地
利
用
基
本
計
画
に
係
る
書
類
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
及
び
関
係
市

町
村
土
地
対
策
担
当
課
に
備
え
置
い
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

変
更
に
係
る
事
項

青
森
県
土
地
利
用
基
本
計
画
図
の
森
林
地
域
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１

区
域
を
拡
大
し
た
市

む
つ
市

２

区
域
を
縮
小
し
た
村

東
通
村

二

変
更
の
内
容

次
の
図
の
と
お
り

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
百
七
十
四
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
四
月
十
七
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
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八
戸
市
南
浜
区
域

八
戸
市
南
浜
漁
業
協
同
組
合

の
地
区

１

内
水
面
以
外
の
水
面
に
お
い
て
網
漁
具
を
水
深
二
十

七
メ
ー
ト
ル
以
上
の
水
中
に
定
置
し
て
主
と
し
て
さ
け

を
と
る
漁
業

大
畑
町
区
域

大
畑
町
漁
業
協
同
組
合
の
地

区う
ち
甲
の
地
区

む
つ
市
大
畑
町
八
幡
湯
坂
、

湯
坂
下
、
孫
次
郎
間
、
大
畑

道
、
二
枚
橋
、
釣
屋
浜
、
木

野
部
、
佐
助
川
、
赤
川
、
涌

舘
、
高
橋
川
、
小
目
名
村
、

小
目
名
家
ノ
下
、
奈
良
ノ
木

平
、
添
木
及
び
袋
石
の
区
域

１

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し
て
い
か
つ
り
漁
業

２

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
以
上
百
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
い
か
つ
り
漁
業

３

小
型
定
置
漁
業
で
あ
っ
て
、
甲
の
地
区
の
者
が
行
う

漁
業

４

総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
二
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
い
か
つ
り
漁
業
で
あ
っ
て
、
甲
の
地
区
の
者
が

行
う
漁
業

５

底
建
網
漁
業
で
あ
っ
て
、
甲
の
地
区
の
者
が
行
う
漁

業
６

底
建
網
漁
業
と
い
か
つ
り
漁
業
以
外
の
漁
業
を
併
せ

う
ち
乙
の
地
区

甲
の
地
区
を
除
く
区
域

営
む
漁
業
で
あ
っ
て
、
甲
の
地
区
の
者
が
行
う
漁
業

７

総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
二
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
い
か
つ
り
漁
業
で
あ
っ
て
、
乙
の
地
区
の
者
が

行
う
漁
業

８

底
建
網
漁
業
で
あ
っ
て
、
乙
の
地
区
の
者
が
行
う
漁

業



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

弘
前
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

弘
前
市
大
字
扇
町
三
丁
目
一
の
一
、
一
の
二

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

ダ
イ
ワ
ロ
イ
ヤ
ル
株
式
会
社

東
京
都
台
東
区
上
野
七
丁
目
一
四
の
四

代
表
取
締
役

越
智
壯

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
一
年
三
月
九
日

五

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
弘
前
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日
か
ら
同
年
七
月
十
八
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で

た
だ
し
、
弘
前
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
一
年
七
月
十
八
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
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路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
桑
野
木
田
南
広
森
線

つ
が
る
市
森
田
町
下
相
野
野
田
二
七
四
か
ら

つ
が
る
市
木
造
柴
田
弥
生
田
八
一
の
二
ま
で

平
成
��･

�･

��

区

分

変

更

前

変

更

後

変
更
年
月
日

大
規
模

小
売
店

舗
の
施

設
の
配

置
に
関

す
る
事

項

駐
車
場
の

位
置
及
び

収
容
台
数

一
四
四
台

(

位
置
は
、
届
出
書
添

付
図
面
の
と
お
り)

第
二
駐
車
場
の
設
置
に
伴

う
位
置
変
更
の
み
、
収
容

台
数
は
変
更
な
し

(

位
置

は
、
届
出
書
添
付
図
面
の

と
お
り)

大
規
模

小
売
店

舗
の
施

設
の
運

営
方
法

に
関
す

る
事
項

駐
車
場
の

自
動
車
の

出
入
口
の

数
及
び
位

置

三
か
所

(

位
置
は
、
届

出
書
添
付
図
面
の
と
お

り)

第
二
駐
車
場
の
設
置
に
伴

う
位
置
変
更
の
み
、
出
入

口
の
数
は
変
更
な
し

(

位

置
は
、
届
出
書
添
付
図
面

の
と
お
り)

平
成

��・

�・
�	


